
検察)11燃費震波係金功労務・工業保安功労者主主竣祭政総会センター所長議毒事重要綴

{慾主主}

喜善 1条 Cこの警警護導}立、コたまま.*.土壌環淡の保全、廃棄物等の発生線寄せの後五霊会撃の潔哲主義患を語、

みどりの事長念警察立n当然事長選白及びその他の環境保全並びに高圧ガス・火薬言語の係'1i:及びその

絶望コエ薬事長公立コ総長還に多若松その業績が丘~<県民の模範となるものの表彰について、 3襲撃;

の破事長いに詩毒する主義季語(総和41 年神奈川i京都|令第 7号〉第 3 条第 2~棄の幾定に基ヅモ雪必

要'!;t主毒事毛疑念絞めるものとする。

{主主毒事の主体〉

芸春2条 表彰は、次のそを与をの淡彩の授に分ごとに、当該各号に定めるものが行う。

(J)地城県主主総合センタ…日青年寄i叉域内においてiIS重力需与を行っている第 3条第 1項に規定す

るものに係る淡毒患については、さ当2京地城県政総合センター所長(以下「所長」というロ)

が行う。

ただし、間E開策2与をに士見対!'9るもののうち、清掃、美化活動を行っているものに係る

表彰については、相模隠れE誌が!日j綴の表彰を行っていることから、所長は表彰しないこ

ととする。

(2)横浜市内及び川崎市内総びに後費支の地企業燃民主総合センター所管区域にわたる活動等安

行っている第 3~長第 I 奇襲に綴主主ずるものに係る議資産3については、神奈川県環境農政局長

(以下 f環軽量農政路長j という。)がiiう。

ただし、間早道2事2与をに主義主主'9るもののうち、 i寄綴、きを化活動を行っているものに係る

表彰については、綴主兵衛主義又はJflp発rP後会吉岡本義のま長著撃を行っていることから、環淡幾重支

局長は表彰しないこととする。

(3) 第 1-~ぎの綴主主にかかわらずも号事 3~長多義 l 宅提言語 2 事警に去量定するもののうちも産業廃棄物

の処理活動を行っているものに係る淡選手については、言葉巻言霊義政局長が行う。

(4)第2号の規定にかかわらず、毒薬芸美術向、 )11銭前内、老議後妻雲市内主鎌倉市内、逗子市F旬、

三潟市内及び葉山町内において総数建卒後fiっている綴3条号事 p翼言語4号及び第5号に規

定するもののうち、工業事長交にま準ミ;，~警護手については、千率三宅J11I築くらし安全務災局長〈以

下 fくらし安全務災局長j という。〉がnう。

〈表彰の対象〉

第3条 表彰を受けることができるものは、次の余録のいずれかに是主主請する綴人又は団体と

する。

(j)大気・水・土壌環境の保全に努め、毎週議事え主主主絞殺あげたもの。

(2) 廃楽物等の発生抑制・鮮使用・主導役手Ijjjjの指定延長、!5l!'l築物の処潟、清婦、業化活動その

他環境の整備に努め、顕著な功績をあげたもの。

(3)みどりの保全と創造、自然公闘の保全、貯金総獣の係諸費その他闘然潔携の保全に努め、

顕著な功績をあげたもの。

(4) 高圧ガス、火薬類による災省防止、保宣言者事l主要事め、陸自殺かめ綴ぞとあげたもの。

(5)その他の環境保全及び工業保安に努め、顕著手伝ぬま議そをあげたもの。

2 閃ーの功績により大臣表彰、知事表彰等を受けている色のはま賢建撃の対委員としない。また、

同一年度にi司片品のものが、知事表彰と所後盗塁撃を3重複して受けることが勺ぎない。

(撤薦の基準)

多再4条 南青条第 L須の定めるものの推薦の基準はjjlJ祭めとおりとする。ただし、特別のき善策

があるものについては、この限りではない。

{候著書者の推薦}

第 5~長 次にき号げる者}立、第3条の幾定により表彰を受けるにふさわしい総人叉}主総体があ

ると認めるときは、当該級人又は団体を被差益毒事後義養護ずとして綴及、機幾重量級主事長又;まくら

し災-i:sき災F署長;こ後蒸することができる。

(1)湾問守すま量〈一議事務経会の長を含む。〉

(2) 燃の機関の長{妻美教育委員会、警察本書芸を含む。〉



(3) その総関係留俸の長

2 {!集長骨若手の援護蓄にあたっては、次1/)警護露合添えるものとする。

(J)級人の会話会

ア 功護費総重喜(第1・2号様式)

イ 燦燦欝(告書3号様式)

ウその他参考となる書類

(2) 凶体の場合

ア功績論議(第4号・ 5号様式)

イ 定紋、寄付行為、規約、会則号事

ウ その他参考となる書類

(主主主援事5者の決定)

告義6条 所長、環境農政局長又はくらし安会防災防災は、自立条の規定により推薦された候補

若手のゆから被表彰者を決定する。

2 所長、潔竣農政局長又はくらし安会防災関fお立、後記受章芸者の決定にあ‘コては、必要に民主

じ長選考委主主会を設置し、その意見を関くことがでぜざる。

〈を襲毒事の方法〉

議?条 表彰は、表彰状又}主義義務状によりiTう。ここの老議会に4きいて記念品を綴ることができ

る。ただし、 glJ表のうち次に潟げる殺についてとは、長義務状により行うこととする。

(1)自然公園功労の項のうち{設に絡げるもの

(2) 堅手金鳥獣功労の演のうち (4)に絡げるちの

{幻自然保護功労の壌のうち (2)に燃げるもの

(表彰の時期〉

第8条表彰は、毎年 11司行う。ただし、特別の双陶がある降は、この怒りでない。

(檎足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必淡な率演は別に定める。

附員IJ

この要綱は、昭手口 6日年 5fJ26臼から爽施する。

附則

この要綱i立、1IH'.f1世60年 lOfJ 1閃から実施する。

附員IJ

この要綱i立、平成 5年 4}ヲ l閃かぞう実施する。

総員1]

この豪華潟}立、平成 喜々 4}ヲ 1 E:Iから実施する。

隊員IJ

この重要綴は、平成 11年 6f1 16から実施する。

~f;f 票日

この要要綱は、平成 12 4}ヲ 16から実施するa

附則

との重要綱は、平成 17年 4fJ 1 13から実施する。

附則

この要綱は、本民主 19年 2fJ21日から実施する。

附則

この援綱は、lJln比21&ド 4月 1日から実施する。

附員リ

この要綱}立、平成 22年 4月 1日から実施する。

5討長リ

この襲撃季限立、 王手11X;23年 4月 16から実施する。

総長日



この要綱は、平成28年 2月2註おから実務する Q

附 則

この要綱は、平成29年 4月 1日から実施する。

附員IJ

この票総は、平成30年 4 fI 1日から実施するa

総長IJ

この重要最潟}立、家主主31年 3 fI 1尋釘から実施する。
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謹古事・土麟|す:52FZEF品訪問を?麟li払露骨持能位饗議長摂抑留鴻認識
I i会令号事t~茶づいγ政務命令宅事務母けアいたいものA

廃棄毒事の発生抑制
剤使用・再生利用

活推進功労

環棟割憐功労

あげた宅〉の
2) 多者三大気球擦の保会、水・土婆環境の事長会}こ勢認し、~&:号室発活動、そ併脳協約滋護主を行い、顕著書式謝綴そとあげ
たもの

3)メタ議題実の銀傘、京・;綴爽事霊 祭会主演する学総務災と従事し、又;急務済議機務をそを行い、露藷な致織をあげたもの
4)その悠大気終替遣の僚会、設(.二主 ゐ撃をの事長量生こ め、その工力緩が広く然 0)1護者起となるもの

これらの活動の終選むこ然液

る箆体であって、これらの

3議、はシ



表彰区分 功労区分 推 薦 基 準

美化運動功労
つの管、いす将内来すにUおとかけにも該継る清続当掃すさ活れる動るも見、の込花。たみいがだっ確ぱし、実い活な(動も1)その~。のイ也(美3)化活ま動でにに努掲めげ、るそ者のに功つ績いてが、顕は著、そで他の活の模動が範現主なにる5個年人以又上継は続団体しで、次か

{(((423l)))) 美八公そ化共共の運施施他動設設美、、化の指運角空導地地動等啓等の発推のの花清進、広掃いに報活努っ動活ぱめ動、にい努活そに努動めの顕功めに美著努績なt化め顕曽県功想績著民な高をの工模揚あ績範にげ顕たをと著なあもなのげる功たも績のものをあげたもの

自然保護 みどりの功労

??iiif器襲撃議議号革謀議35子認す
自然公園功労 管内における自然公園の保全等に努め、その功高齢t顕著で他の模範となる個人又は団体で次のいずれかに該当するも

(j思議離露嬬離器::
野生鳥獣功労

;jj龍穣!??輯;難;;げたもの‘

l:f;たもの

自然保護功労 管内における自然環境の保全等に努め、その功積が顕著で他の模範となる個人又は団体で次のいすサ1かに該当するも

の((ロ2l)) 広自然く環自然境環保境全蝉の保導員全又もはし回く復はあ自然る環い境は保自然全保協養力員思想とのし普て及5啓年発以上に尽従事;力しし、、 :顕著著なな功功績績ををああげげたたもものの

工業保安
高の・火圧保薬安ガ類ス

高圧ガス保安功労 Jに基EづいE君て!改?善謀命T令等3を2受干けて陸い相な官い龍もの。馬要集会話室宥翠話器安男議理録甥鰐査21it詰誌蓄
優高圧良事ガ業ス所 (1)績高を圧もつガスも製の造で事、業過所去、5年高圧間ガに事ス故販売の発業生所か溶、高く圧、かガスつ消、次費事の業ア所及又びはイ高に圧該ガ当すス運る送も事の業所として 10年以上の実

アて保各お安施り上、設かのの職構つ制、安、古瀬設に備範関及的しでてE海積あお:る章、等、保販な安熱売怠管、理消を体持費制又って由は港移い動備るさのもれ方の法、管等理の責保任安者上及のt措牒置業が員特全にす般に対する保安教育が徹底し
プf ぐれているもの

........................ .. ....・E・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・......................................司・司・...............・......咽...慣旬欄調視旬開.................幽・・・・・.......開・・・・司欄咽個...・・.................・・・...............・・・..



表彰区分 功労区分 推 薦 基 準

優高責圧任良者製ガ造等ス保安 (1上)高での神圧あ経奈ガる験川スもを県販の有売にしお事、業いかて所つ、、、高高現圧圧にガガそススの消に職費関務す事に業るあ業所る務又もはにので高1年圧0齢年ガ以4ス運上0歳携送以事わ上業りの、所人=の1格5J競汁安む見に声と圧つもガいにてスす特艶ぐ別れ童保の安考高責慮圧任刀を者はス等製ら造いと事、し業他て所の5、年模範以

ーー・・・・..“・・.......・..・"・..-・・・・・・・・・・岨・・・・・・・・・・・・・.....・...................・・・・闘・・4司..・・・・・・.....................................幽・・・・・・・・・・・........・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・箇個箇・，...・・・・・咽冒・・・.......冒冒.............

高保圧安ガ功労ス者 (l)))に神尽高高圧圧奈く川ガガし県、スス特にににお関によ功すいる災て労るが学害、高識あの圧経っ止た験ガ年カスに濃齢関関係く4し、事、て0特歳保業安以にに功に上1顕労の0年著顕も以著なの功上な績のも私がの験あを有し、 高圧ガス保安関係団体の役員として保安活動
{2 った年齢40歳以上のもの
3 

火薬類保安功労 部 ii喜 笠 宮 警 捜 = 定 評 盟 主 品 能 建 議 議活躍警捜斡鐸耕三氏若宮町で次のい

火優薬良類事業所
(1)にイアL火祐6五薬史記奪点の酷安上遣0。室職経が事案な制所く碑γ第火か醐っq酒iで次あ板売のる事ア等唯契及保輔盛て影町芳3む摂よに響剖塾該体嘩制当顎蓄すJ之講量鐙話ても備品安事のさ帯れ皇〕庁管宮と理方し由鵠て任1者の0時及保乙安ι向上上定C岨業Z実員描多置民を聞もにつ対けもすのるぐれt保三安て議造い量官るヲも5，q年の瓶間底

.駒......情調司司且・・E・・・・・・・・・・ .................・E・............t...・E・・・・圃画・・盤睡・・・s・..・・・・・・..・・・・・・・・・・S旬咽咽'司圃圃・......量調a司置置置・・・...司司司司..・・・・・・町・.......・・・・・・・・・・・...・・圃..............................膏・・・・・・・・...・・・...

火優責任薬良類者製等造保安 (1上)薬の神類経奈販験川売を薄県有業内し所に、お又かはいっ火て、薬、王火類に薬消そ類費の事に職業関務すにP等るあ業のる務保も安にのでに1年つ0齢年い以4て特上0歳別携以のわ上りの、慮人さを格はら識にら見火いと菜、も類他に製のす模造ぐ保範れ安で、責あ火任る薬者類も等製の造と事し業て所、、5火年以

-・・・・・・・.........・・・・・.................圃......・・・・・・・・・・・......・..町町町....................圃・ E・・・・・・・・・a・・・・・・・・・・・a・・.......咽調.................・・........................・・・・・・・・・・・・....・・・・・・・・・・・・・・・・・・......且・ーー胃

火保安薬類功労者

(1ト)〕範撃火省と議菜なで類る協原も±のよ内のる尖火議薬覇0議菊止係事と実欝関関してに譲符おい之功凶、労震特建在言器え建も蝿のt叫奇いz業務にz10年 以r上従事団し体災の害役員のとして 問(((42 3 防止に努め他の模



第1号様式(大気・水・土壌環境保全、廃棄物等の発生抑制・再使用・再利用活動推進、環境整

備、工業保安功労者)

功績調書(個人)

功労区分

(ふりがな) 生年月日

氏 名
性別

及び年齢
年 月 日

(満歳)4月1日現在

現住所

所属及び

役職名

功績内容及び

推薦理由

活動(従事)年数 年 月 (4月1日現在)

略歴(功績に関係のあるもの)

期間 事項

賞 罰

年月日 主体 賞罰の内容及び事由

その他参考事項

推薦者(団体)名 (問合せ先)

所属

氏名 (電話

※「功労区分」は、別表を参照して記入してください。



第2号様式(美化功労、みどりの功労等)

功 績 調書(個人)

功労区分

(ふりがな) 生年月日

氏 名
性別

及び年齢
年 月 日

(満歳)4月1日現在

現住所

活動内容

活動期間 年 月から 年 月まで
年間活動回数 回

年 ヶ月 (4月1日現在)

活動場所

若しくは範囲
※地図等を添付してください

功績内容及び

推薦理由

略歴(功績に関係のあるもの)

期間 事項

賞罰

年月日 主体 賞罰の内容及び事由

その他参考事項

推薦者(団体)名
(問合せ先)

所属

氏名 (電話

※「功労区分」は、別表を参照して記入してください。



第3号様式

履歴書

(ふりがな)

氏 名

生年月日 年 月 日(満歳)

現住所

年月日 資格等

職歴

白年月 日

至年 月 日

団体歴

自年月 日

至年月 日



第4待機主主(大気・ノ1<-土壌環事著書益金、理喜多築物等撃のラ基金持続-f等主主潟・j!}'!il]ffl総裏金総進、環境整

綴z 工業事長まとめ'11考}

功ま義諸問 (図体)
、、

功労区分

(ふりがな)

氏 そ3

{ふちがな)

代議長谷

所在地

設立年月日 年 月

組織及び治務

功績内容及び

推薦理由

総裁の状況{功殺に関係のあるもの)

英語 表選 事 項

. f言語力壬ド数 (通算) 主ド 月 (4月1日現在)

その他参考察淡

;養護審議{図体}名
{装警念そ主党〉

話庁 罪認

氏f. (翁昔話

※ f功労長主分Jf立、別表を害事隠して紀入してください。



第5号様式(美化功労、みどりの功労等)

功績調書(団体)

功労区分

(ふりがな)

氏 名

(ふりがな)

代表者

所在地

設立年月日 年 月

組織及び沿革

活動内容

活動期間 年月から年月まで 年 ヶ月 (4月l日現在)

年間活動
定期活動 回

不定期活動 回
活動一回当た

人
回 数 りの参加人数

計 回

活動場所

若しくは範囲 ※地図等を添付してください

功績内容

及び推薦理由

賞 罰

年月日 主体 " 賞罰の内容及び事由

その他参考事項

推薦者(団体)名
(問合せ先)

所属

氏名 (電話

※「功労区分」は、別表を参照して記入してください。


